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１【提出理由】

インダストリア(Industria)(以下「ファンド」といいます。)に関して、以下のとおりファンドの投資運用会

社の変更および運用体制の変更がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに特定有価証券の内

容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第２号および第３号の規定に基づき本臨時報告書を提出するもので

す。

 

２【報告内容】

Ⅰ 主要な関係法人の異動

ファンドの投資運用会社が新たに追加されました。

 

(イ) 当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要

(1) 名称

アリアンツ・グローバル・インベスターズUKリミテッド(ロンドン)

(Allianz Global Investors UK Limited, London)

(2) 資本金の額

2023年11月末日現在、52,800,000英ポンド(約95億円)

(注)　英ポンドの円貨換算は、便宜上、2023年12月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の

仲値(１英ポンド＝180.68円)による。

(3) 関係業務の概要

管理会社は、資産運用の日常業務およびその他関連サービスの提供を行うため、ポートフォリオ運用

を投資運用会社に委託している。その活動の枠内で、投資運用会社は、独自の裁量でファンドの運用に

関する決定を行う権限を有する。特に、投資運用会社は、有価証券の売買を行い、場合によりデリバ

ティブを利用する義務を負う。投資運用会社は、その活動において、ファンドの投資方針の原則および

投資制限を遵守する義務を負う。

 

(ロ) 当該異動の理由及びその年月日

(1) 異動の理由

アリアンツ・グローバル・インベスターズは、パフォーマンスを向上させ、商品提供を強化するため

に、欧州のコア／バリュー分野の能力を強化するという戦略的決定を下した。当該決定により、この中

核的な責任を引き継ぐ最良の候補者として、ロンドンを拠点とするシニア・ポートフォリオ・マネ

ジャーであるケイヴァン・バヒドをアリアンツ・グローバル・インベスターズUKリミテッドで雇用した

ため。

(2) 異動の年月日

2024年２月２日
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Ⅱ 運用体制の変更

(イ) 変更の内容についての概要

ファンドの運用体制が、以下のとおり変更されました。

(注)　変更箇所には下線を付しています。

 

運用体制

(前略)

(ⅳ)ポートフォリオ管理の外部委託

法的規制、特にドイツ投資法第36条に従い、管理会社は、投資運用会社に、ファンドのポートフォ

リオ管理を行う権利を付与した。ファンドのポートフォリオを管理する投資運用会社の役割は、資産

運用の日常業務およびその他関連サービスの提供である。その活動の枠内で、投資運用会社は、独自

の裁量でファンドの運用に関する決定を行う権限を有する。特に、投資運用会社は、有価証券の売買

を行い、場合によりデリバティブを利用する義務を負う。投資運用会社は、その活動において、ファ

ンドの投資方針の原則および投資制限を遵守する義務を負う。投資運用会社としての役割において、

投資運用会社は、英国金融行為規制機構(Financial Conduct Authority)の監督に服する。

 

(ロ) 変更の年月日

2024年２月２日
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